
合同会社おおい町地域電力 定款 

第１章 総 則 

（商号） 

第１条 当会社は、合同会社おおい町地域電力と称する。 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

 １．おおい町の地域活性化に関わる事業の企画・運営業務 

 ２．再生可能エネルギー等を利用した発電、電力販売業務 

 ３．その他再生可能エネルギー活用事業 

４．エネルギー関連事業に関わるコンサルタント業務 

 ５．前各号に附帯する一切の事業 

（本店及び支店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を福井県大飯郡おおい町に、支店を福井県福井市に置く。 

（公告の方法） 

第４条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法とする。 

 

第２章 社員及び出資 

（社員の氏名、住所、出資及び責任） 

第５条 社員の氏名及び住所、出資の価額並びに責任は次のとおりである。 

  １．金１０万円 

   福井県大飯郡おおい町名田庄 

 

  ２．金１０万円 

   福井県大飯郡おおい町名田庄 

 

  ３．金１０万円 

   福井県大飯郡おおい町 

 

  ４．金１０万円 

   福井県小浜市 

 

  ５．金５０万円 

   福井県大飯郡おおい町名田庄 

 

  ６．金５０万円 

   福井県大飯郡おおい町名田庄 

 

  ７．金１０万円 

   福井県大飯郡おおい町名田庄 



 

  ８．金２０万円 

   福井県小浜市 

 

  ９．金１０万円 

   福井県大飯郡おおい町名田庄 

 

  10．金１０万円 

   福井県大飯郡おおい町 

 

  11．金５０万円 

   福井県大飯郡おおい町名田庄 

 

  12．金１０万円 

   東京都足立区 

 

  13. 金３０万円 

   福井県福井市 

 

  14．金１０万円 

   福井県福井市 

 

  15．金１０万円 

   福井県福井市 

 

  16．金１０万円 

   福井県福井市 

 

  17．金１０万円 

   福井県坂井市 

 

  18. 金１０万円 

   福井県福井市 

 

  19．金１０万円 

   福井県大飯郡おおい町名田庄 

 

  20．金３０万円 

   福井県三方郡美浜町 

 



  21．金３０万円 

   福井県大飯郡おおい町名田庄 

 

  22．金１０万円 

   福井県大飯郡おおい町名田庄 

 

  23．金１０万円 

   福井県福井市 

 

24．金３０万円 

    福井県福井市 

 

25．金５０万円 

    福井県福井市 

 

 

（持分の譲渡） 

第６条 社員は、他の社員の過半数の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡す

ることができる。 

 

第３章 社員総会 

（権能） 

第７条 総会は、以下の事項について議決する。 

(1) 定款の変更 

(2) 解散 

(3) 合併 

(4) 事業計画および収支予算並びにその変更 

(5) 事業報告および収支決算 

(6) 業務執行社員、監査役の選任および解任、職務および報酬 

(7) 剰余金の配当に関する事項の決定 

(8) 借入金（その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。）その他新たな義務の

負担および権利の放棄 

(9) その他運営に関する重要事項 

（招集）  

第８条 当会社の定時社員総会は、事業年度末日の翌日から３か月以内に招集し、臨時社員総会は、

その必要がある場合に随時これを招集する。  

（議長）  

第９条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席した社員の中から選出する。 

（決議）  

第 10 条 社員総会の決議は、社員の３分の２以上が出席（委任者を含む）し、出席社員の過半数



の賛成により行う。 

 

第４章   業務執行社員、監査役、代表社員 

（業務執行社員及び監査役の員数） 

第 11 条 当会社の業務執行社員は３名以上６名以内、監査役は１名とする。 

（業務執行社員及び監査役の選任） 

第 12 条 当会社の業務執行社員及び監査役は、社員総会において３分の２以上の社員が出席（委

任者を含む ）し、出席社員の過半数の決議によって選任する。ただし、業務執行社員は社員から選

任する。 

（業務執行社員及び監査役の任期） 

第 13 条 業務執行社員の任期はその選任後２年以内、監査役の任期はその選任後４年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 

２ 補欠又は増員により選任された業務執行社員の任期は、前任者又は他の在任業務執行社員の任

期の残存期間と同一とする。 

３ 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任

期が満了すべき時までとする。 

（代表社員） 

第 14 条 代表社員は、業務執行社員の互選によって定める。 

（監査の範囲） 

第 15 条 監査役は、当会社の財務状況、経理状況及び社員の業務執行状況等が適正に行われてい

るかどうかを監査する。 

 

第５章 社員の加入及び退社 

（加入） 

第 16 条 新たな社員を加入させるには、総社員の同意を要する。ただし、社員の持分譲渡による

加入は、社員の過半数の承諾があれば加入することができる。 

（やむを得ない事由による退社） 

第 17 条 やむを得ない事由があるときは、各社員は、いつでも退社することができる。 

（相続および合併の場合の特則） 

第 18 条 社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合においては、当該社員の相続人その他の

一般承継人が当該社員の持分を承継することができる。 

 

第６章 計 算 

（事業年度） 

第 19 条 当会社の事業年度は、毎年３月１日から翌年２月末日までの年１期とする。 

（損益分配の割合） 

第 20 条 各社員の損益分配の割合は、その出資の額による。 

 

第７章 附 則 

（最初の事業年度） 



第 21 条 当会社の最初の事業年度は、会社成立の日から２０１９年１２月３１日までとする。 

（定款に定めがない事項） 

第 22 条 この定款に定めのない事項については、会社法その他の法令の定めるところによる。 

 

 以上、合同会社おおい町地域電力設立のため、この定款を作成し、社員が次に記名押印する。 

 

２０１９年４月１３日 

 

 

   ＜全社員の住所、氏名、捺印＞ 

 

附 則 

改訂後の定款は、２０２０年２月２２日から施行する。（第 9 条、第 19 条） 

改訂後の定款は、２０２１年８月２１日から施行する。（第５条） 

 


